


第３回ＮＰＯバンク融資先 ＮＰＯ法人 ひまわり会 精神障害回復者小規模共同作業所 
                              所長 宮田英次 さん 
（ひまわり共同作業所ＨＰ：http://www1.odn.ne.jp/~cbg54000/index.htm） 

ひまわり会は、「障害を抱える人達が地域で当たり前に生活していくことを支援 

し、社会復帰や社会参加の促進を図るための活動を行い、誰もが暮らしやすい街と 

なるよう障害を抱える人達や高齢者への福祉増進に寄与する」ことを目的として運 

営しています。 

 市補助金の受理までの間、市内銀行から資金を借用していましたが、手続きが大 

変で困惑していました。このたび、新聞の記事を拝見し、早速お電話しましたとこ 

ろ、快く引き受けていただき、融資を受けることができました。今後とも、私達小 

規模共同作業所のご支援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。  

 
 

 副審査委員長 畑山 紀（札幌学院大学商学部教授） 

 ＮＰＯバンクへの融資申し込みにあたって提出していただく書類のなかに、決算期（３期分）があります。 

 決算書は、法人格の有無や規模の大小にかかわらず、どんなＮＰＯでも毎年必ず作成しているはずの

ものです 
から、その提出に手間がかかることはないでしょう。しかし、決算書を完成させるまでの過程では、悪

戦苦闘しているＮＰＯが少なくないものと思われます。 
 法人格のないＮＰＯの会計には、法的な規制が一切ありません。したがって、年間予算規模が２・３

百万円で、保有資産がほんのわずかな小規模ＮＰＯ（任意団体）において

は、日常の入金 
・出金を現金出納帳に記録し、決算書として収支計算書のみを作成すれば十分といえ

ます。 

ただし、保有資産がある場合、たとえば、年度末の預貯金残高○○円、

某氏寄贈のパソコン（ウィンドウズ９５）１台、と収支計算書の末尾に注

記しておくのがベターでしょう。もしかしたら、サポーターが同情してＸ

Ｐを寄付してくれるかもしれませんので、（蛇足）。要するに、財務の実態

をできるだけリアルに収支計算書に反映させることが望ましいのです。 
 次回は、ＮＰＯ法人の規模に応じた会計を、ＮＰＯ法による会計規制と

内閣府国民生活局の「特定非営利活動法人の設立及び管理・運営の手引き」（０３年５月）における決

算書の様式例にもとづいて、取り上げる予定です。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■■■お知らせ・お願いコーナー■■■ 
サポータ便りに掲載を希望する手記・情報がありましたら、下記問い合わせ先までご連絡願います 

ＮＰＯバンクに対する問い合わせ先・資料請求先 
 〒060-0062 札幌市中央区南２条西１０丁目 クワガタビル２Ｆ 北海道ＮＰＯサポートセンター内 

 TEL:011-204-6523    FAX:011-261-6524  http://npo-hokkaido.org/ 

 


